
 

議案第１１号  

 

市川市使用料条例の一部改正について  

 

市川市使用料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年９月６日提出 

市川市長   田 中   甲  

 

 

 

市川市条例第  号  

市川市使用料条例の一部を改正する条例  

第１条 市川市使用料条例（平成１１年条例第３９号）の一部を次のように改

正する。  

第２条第１項第１２号から第１６号までを次のように改める。 

⑿ 東山魁夷記念館  別表第１２  

⒀ 地域ふれあい館  別表第１３  

⒁ アイ・リンクセンター 別表第１４  

⒂ アイ・リンクタウン展望施設 別表第１５  

⒃ 八幡市民交流館  別表第１６  

第２条第５項に次の１号を加える。  

⑷ 八幡市民交流館自動車駐車場 別表第２０  

別表第１２を削り、別表第１３を別表第１２とし、別表第１４を別表第 

１３とし、別表第１５を別表第１４とし、別表第１６を別表第１５とし、同

表の次に別紙の１表を加える。  

別表第１９の次に別紙の１表を加える。  

第２条 市川市使用料条例の一部を次のように改正する。  

  第２条第１項に次の１号を加える。  



 

  ⒄ 妙典こども地域交流館 別表第１７  

  第２条第５項第１号中「別表第１７」を「別表第１８」に改め、同項第２

号中「別表第１８」を「別表第１９」に改め、同項第３号中「別表第１９」

を「別表第２０」に改め、同項第４号中「別表第２０」を「別表第２１」に

改める。  

  別表第２０を別表第２１とし、別表第１７から別表第１９までを１表ずつ

繰り下げ、別表第１６の次に別紙の１表を加える。  

  附 則  

この条例中第１条の規定は令和７年３月１日から、第２条の規定は市川市妙

典こども地域交流館の設置及び管理に関する条例（令和６年条例第  号）の

施行の日から施行する。  

 

 

  



 

別表第１６ 八幡市民交流館使用料  

区   分  
１時間当たりの額  

市民等  市民等以外の者  

集 会 室 

和 室 １  １７０円   ３４０円   

和 室 ２  １６０円   ３３０円   

和 室 ３  ２２０円   ４４０円   

１ 階 多 目 的 室 １  ６８０円   １,３６０円  

１ 階 多 目 的 室 ２  ５６０円   １,１３０円  

２ 階 多 目 的 室 １  ７００円   １,４１０円  

２ 階 多 目 的 室 ２  ４４０円   ８８０円   

２ 階 多 目 的 室 ３  ４５０円   ９１０円   

２ 階 多 目 的 ス ペ ー ス  ４４０円   ８９０円   

軽 運 動 室 １ ６４０円   １,２９０円  

軽 運 動 室 ２ ６６０円   １,３３０円  

音 楽 ス タ ジ オ  ３９０円   ７８０円   

ク リ エ イ テ ィ ブ ル ー ム  ３７０円   ７５０円   

１ 階 フ リ ー ス ペ ー ス  ９６０円   １,９３０円  

２ 階 フ リ ー ス ペ ー ス １  ４３０円   ８６０円   

２ 階 フ リ ー ス ペ ー ス ２  ２１０円   ４３０円   

２ 階 フ リ ー ス ペ ー ス ３  ２１０円   ４２０円   

 

  



 

別表第２０ 八幡市民交流館自動車駐車場使用料  

自動車１台当たりの額 ２０分までごとにつき１００円  

 

 

  



 

別表第１７ 妙典こども地域交流館使用料 

区   分  
１時間当たりの額  

市民等  市民等以外の者  

屋 内 運 動 場 ３,０００円  ６,０１０円  

多 目 的 ス ペ ー ス ７５０円   １,５１０円  

調 理 ス ペ ー ス １９０円   ３８０円   

音 楽 ス ペ ー ス １ ５０円  １００円   

音 楽 ス ペ ー ス ２ ２２０円   ４５０円   

 

  



 

理  由  

 

八幡市民交流館及び妙典こども地域交流館を開設することに伴い、これら

の使用料の額を定める必要がある。  

これが、この条例案を提出する理由である。  

 

 




